
四

支
給
制
限
処
分
に
よ
り
支
払
わ
れ
な
い
こ
と
と
す
る
金
額
、
当
該
処
分
前
の
条
例
第
五
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
の
退
職
手
当
等
（
以
下
「
一
般
の
退
職
手
当
等
」
と
い
う
。）
の
額
及

び
当
該
処
分
後
に
支
払
わ
れ
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額

五

退
職
を
し
た
者
の
、
氏
名
、
採
用
年
月
日
、
退
職
年
月
日
及
び
勤
続
期
間
（
条
例
第
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
勤
続
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
並
び
に
退
職
時
の
勤
務
公
署
、
職
名
及
び
給

料
月
額

六

支
給
制
限
処
分
の
理
由
又
は
条
例
第
十
一
条
に
規
定
す
る
懲
戒
免
職
等
処
分
（
以
下
「
懲
戒
免

職
等
処
分
」
と
い
う
。）
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
た
理
由
及
び
条
例
第
十
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
事
情
に
関
し
勘
案
し
た
内
容
に
つ
い
て
の
説
明

（
退
職
手
当
支
払
差
止
処
分
書
）

第
十
六
条
　
条
例
第
十
三
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
退
職
手
当
支
払
差
止
処
分
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

条
例
第
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
以
下
「
支
払
差
止
処
分
」
と

い
う
。）
を
行
う
退
職
手
当
管
理
機
関
の
名
称

二
　
支
払
差
止
処
分
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名

三
　
支
払
差
止
処
分
の
通
知
年
月
日

四

退
職
を
し
た
者
の
、
氏
名
、
採
用
年
月
日
、
退
職
年
月
日
及
び
勤
続
期
間
並
び
に
退
職
時
の
勤

務
公
署
、
職
名
及
び
給
料
月
額

五

支
払
差
止
処
分
の
理
由
、
公
務
に
対
す
る
信
頼
を
確
保
す
る
上
で
支
障
を
生
ず
る
と
認
め
る
理

由
及
び
思
料
さ
れ
る
犯
罪
に
係
る
罰
条
又
は
懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
こ
と

を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由

六
　
支
払
差
止
処
分
が
取
り
消
さ
れ
る
場
合

（
退
職
手
当
返
納
命
令
書
）

第
十
七
条
　
条
例
第
十
五
条
第
六
項
又
は
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
退
職
手
当
返
納
命
令
書
に
よ
つ
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

条
例
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
以
下
「
返
納
命
令
」
と

い
う
。）
を
行
う
退
職
手
当
管
理
機
関
の
名
称

二
　
返
納
命
令
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名

三
　
返
納
命
令
の
通
知
年
月
日

四

返
納
命
令
に
よ
り
返
納
を
命
ず
る
金
額
、
既
に
支
払
わ
れ
た
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
及
び
条

例
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
失
業
者
退
職
手
当
額

五

退
職
を
し
た
者
の
氏
名

六

返
納
命
令
の
理
由
又
は
懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
た
理
由
及
び
条

目
　
　
　
次

人
事
委
員
会

○
山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
行
政
手
続
法
の
規
定
に
基
づ
く
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
…
…
…
…
二

を
改
正
す
る
規
則人

事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
二
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長

渡
　
　
邊
　
　
　
　
　
貢

山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
条
の
三
」
を
「
第
二
条
の
四
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
を
削
る
。

第
十
五
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
退
職
手
当
支
給
制
限
処
分
書
）

第
十
五
条
　
条
例
第
十
二
条
第
二
項
（
条
例
第
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
退
職
手
当
支
給
制
限
処
分
書
に
よ
つ
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

条
例
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
以
下

「
支
給
制
限
処
分
」
と
い
う
。）
を
行
う
条
例
第
十
一
条
第
二
号
の
退
職
手
当
管
理
機
関
（
以
下

「
退
職
手
当
管
理
機
関
」
と
い
う
。）
の
名
称

二
　
支
給
制
限
処
分
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名

三
　
支
給
制
限
処
分
の
通
知
年
月
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
三
号
　
　
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
二
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
一
年

七
月
二
十
二
日

号
外
第
五
十
三
号

水　曜　日



例
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
情
の
ほ
か
返
納
命
令
を
受
け
る
べ
き
者
の
生
計
の
状
況
に
関

し
勘
案
し
た
内
容
に
つ
い
て
の
説
明

（
懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
旨
の
通

知
書
）

第
十
八
条
　
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
懲
戒
免

職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
旨
の
通
知
書
に

よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
行
う
退
職
手
当
管
理
機
関
の
名
称

二
　
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名

三
　
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
の
通
知
年
月
日

四

退
職
を
し
た
者
の
氏
名
及
び
退
職
手
当
の
受
給
者
の
氏
名

五

既
に
支
払
わ
れ
た
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
及
び
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
控
除

さ
れ
る
失
業
者
退
職
手
当
額

六
　
懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由

（
退
職
手
当
相
当
額
納
付
命
令
書
）

第
十
九
条
　
条
例
第
十
七
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
退
職
手
当
相
当
額
納
付
命
令
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

条
例
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
以
下
「
納
付
命
令
」
と
い
う
。）

を
行
う
退
職
手
当
管
理
機
関
の
名
称

二
　
納
付
命
令
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名

三
　
納
付
命
令
の
通
知
年
月
日

四

納
付
命
令
に
よ
り
納
付
を
命
ず
る
金
額
、
既
に
支
払
わ
れ
た
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
及
び
条

例
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
失
業
者
退
職
手
当
額

五

退
職
を
し
た
者
の
氏
名
及
び
退
職
手
当
の
受
給
者
の
氏
名

六

懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
理
由
又
は
納
付
命
令
の
理
由
並

び
に
条
例
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
事
情
に
関
し
勘
案
し
た
内
容
に

つ
い
て
の
説
明

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
二
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長

渡
　
　
邊
　
　
　
　
　
貢

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
三
十
四
号
を
第
三
十
五
号
と
し
、
第
三
十
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
二
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
　
退
職
手
当
の
支
給
制
限
等
の
処
分
に
つ
い
て
の
調
査
審
議
に
関
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

行
政
手
続
法
の
規
定
に
基
づ
く
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
二
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長

渡
　
　
邊
　
　
　
　
　
貢

行
政
手
続
法
の
規
定
に
基
づ
く
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

行
政
手
続
法
の
規
定
に
基
づ
く
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
山
梨
県

人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則

第
一
条
第
一
項
中
「
の
規
定
」
を
「
及
び
山
梨
県
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
十

六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
規
定
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中
「
聴
聞
の
通
知
並
び
に
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

「
人
事
委
員
会
が
前
項
の
通
知
（
法
第
十
五
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
到
達
し
た
も
の
と
み
な
さ

れ
る
通
知
を
含
む
。）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
当
事
者
」
を
「
法
第
十
六
条

第
一
項
又
は
条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
当
事
者
」
に
、「
人
事
委
員
会
に
聴
聞
」
を
「
人
事
委
員
会
に

対
し
、
法
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
又
は
条
例
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
聴
聞
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
の
聴
聞
」
を
「
又
は
条
例
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
聴
聞
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
の
参
加
人
」
を
「
又
は
条
例
第
十
七
条
第
二

項
の
参
加
人
」
に
、「
同
条
第
一
項
」
を
「
法
第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
条
例
第
十
七
条
第
一
項
」

に
、「
同
項
」
を
「
法
第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
条
例
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
三
号
　
　
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
二
日

二



第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
の
主
宰
者
」
を
「
又
は
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
主
宰
者
」
に
改
め
、

「
含
む
。）」
の
下
に
「
若
し
く
は
条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
本
文
（
条
例
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
、「
第
二
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
の
下
に
「
若
し
く
は
条
例
第
二
十
二

条
第
二
項
た
だ
し
書
」
を
加
え
、「
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
り
、
第
三
項
中
」
を
「
及
び
第
二

項
中
」
に
改
め
、「
、
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
三
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
二
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
三
項
後
段
」
と
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
含
む
。）」
の
下
に
「
又
は
条
例
第
十
六
条
第
三
項
（
条
例
第
十
七
条
第
三
項
及

び
条
例
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
含
む
。）」
の

下
に
「
又
は
条
例
第
十
六
条
第
四
項
（
条
例
第
十
七
条
第
三
項
及
び
条
例
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
の
規
定
」
を
「
又
は
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
」
に
、「
七
日
」
を
「
四

日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
規
定
」
を
「
又
は
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
の
規
定
」
を
「
又
は
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
」
に
、「
同
条
第
二
項
」

を
「
法
第
十
八
条
第
二
項
又
は
条
例
第
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
規
定
」
を

「
又
は
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
」
に
、「
同
条
第
二
項
」
を
「
法
第
十
八
条
第
二
項
又
は
条
例
第

十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
八
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
条
例
第
十
八
条
第

二
項
」
を
、「
第
十
八
条
第
一
項
後
段
」
の
下
に
「
又
は
条
例
第
十
八
条
第
一
項
後
段
」
を
、「
第
二
十

二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
十
九
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
条
例
第
十
九
条
第
一
項
」
を
、「
第
十
五

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
条
例
第
十
五
条
第
一
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
い
ず
れ
か
」
の
下

に
「
又
は
条
例
第
十
九
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十
条
第
三
項
」
の
下
に
「
又
は
条
例
第
二
十
条
第
三
項
」
を
加
え
、「
七

日
」
を
「
四
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
条
第
三
項
」
の
下
に
「
又
は
条
例
第
二
十
条
第

三
項
」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
又
は
法
第
二
十
条
第
六
項
の
規
定
」
を
「
法
第
二
十
条
第
六
項
又
は
条
例
第
二

十
条
第
六
項
の
規
定
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
の
調
書
」
を
「
又
は
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
調
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
の
下
に
「
又
は
条
例
第
二
十
四
条
第
三
項
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中

「
第
十
八
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
条
例
第
十
八
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
の
規
定
」
を
「
又
は
条
例
第
二
十
四
条
第
四
項
の
規
定
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
の
規
定
」
を
「
又
は
条
例
第
二
十
四
条
第
四
項
の
規
定
」
に
、「
同
条
第
一
項
」
を
「
法
第

二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
」
に
、「
同
条
第
三
項
」
を
「
法
第
二
十
四
条

第
三
項
若
し
く
は
条
例
第
二
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
の
規
定
」
を
「
又
は
条
例
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中
「
行
政
手
続
法
の
規
定
に
基
づ
く
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
」

を
「
山
梨
県
人
事
委
員
会
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
」
に
改
め
る
。

「

第
二
号
様
式
中
　
行
政
手
続
法

第
１
７
条
第
２
項

「
１
６
条
第
１
項
　
　
行
政
手
続
法
第
１
６
条
第
１
項
（
同
法
第
３
１
条
に
お
い
て
準
用
す
る

を」

山
梨
県
行
政
手
続
条
例
第
１
６
条
第
１
項
（
同
条
第
２
９
条
に
お
い

同
法
第
１
６
条
第
１
項
）
・
第
１
７
条
第
２
項

に
改
め
る
。

て
準
用
す
る
同
条
例
第
１
６
条
第
１
項
）
・
第
１
７
条
第
２
項
　
」

第
三
号
様
式
中
「
行
政
手
続
法
第
１
６
条
第
４
項
（
同
法
第
１
７
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

「

行
政

法
第
１
６
条
第
４
項
・
同
法
第
３
１
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
６
条
第
４
項
）」
を

山
梨

手
続
法
第
１
６
条
第
４
項
（
同
法
第
１
７
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
６
条
第
４
項
・
同

県
行
政
手
続
条
例
第
１
６
条
第
４
項
（
同
条
例
第
１
７
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
１
６

法
第
３
１
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
６
条
第
４
項
）

に
改
め
る
。

条
第
４
項
・
同
条
例
第
２
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
１
６
条
第
４
項
）

」

「

行
政
手
続
法
第
１
７
条
第
１
項

第
四
号
様
式
中
「
行
政
手
続
法
第
１
７
条
第
１
項
」
を

山
梨
県
行
政
手
続
条
例
第
１
７
条
第
１

に
改
め
る
。

項
　
」

「

行
政
手
続
法
第
１
８
条
第
１
項

第
五
号
様
式
中
「
行
政
手
続
法
第
１
８
条
第
１
項
」
を

山
梨
県
行
政
手
続
条
例
第
１
８
条
第
１

に
改
め
る
。

項
　
」

「

行
政
手
続
法
第
２
０
条
第
３
項

第
六
号
様
式
中
「
行
政
手
続
法
第
２
０
条
第
３
項
」
を

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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三

行
政
手
続
法
の
規
定
に
基
づ
く
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則

山
梨
県
人
事
委
員
会
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則

第
１
６
条
第
１
項
（
同
法
第
３
１
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

第
１
７
条
第
２
項

１
６
条
第
１
項
）

「
行
政
手
続
法
第
１
６
条
第
１
項
（
同
法
第
３
１
条
に
お
い
て
準
用
す
る

」
山
梨
県
行
政
手
続
条
例
第
１
６
条
第
１
項
（
同
条
例
第
２
９
条
に
お
い

同
法
第
１
６
条
第
１
項
）
・
第
１
７
条
第
２
項

て
準
用
す
る
同
条
例
第
１
６
条
第
１
項
）
・
第
１
７
条
第
２
項
　
」

第
三
号
様
式
中
「
行
政
手
続
法
第
１
６
条
第
４
項
（
同
法
第
１
７
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

「
行
政

法
第
１
６
条
第
４
項
・
同
法
第
３
１
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
６
条
第
４
項
）
」

山
梨

手
続
法
第
１
６
条
第
４
項
（
同
法
第
１
７
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
６
条
第
４
項
・
同

県
行
政
手
続
条
例
第
１
６
条
第
４
項
（
同
条
例
第
１
７
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
１
６

法
第
３
１
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
６
条
第
４
項
）

条
第
４
項
・
同
条
例
第
２
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
１
６
条
第
４
項
）
」

「
行
政
手
続
法
第
１
７
条
第
１
項
●
●
●

第
四
号
様
式
中
「
行
政
手
続
法
第
１
７
条
第
１
項
」

山
梨
県
行
政
手
続
条
例
第
１
７
条
第
１

に
改
め
る
。

項
　
」

「
行
政
手
続
法
第
１
８
条
第
１
項
●
●
●

第
五
号
様
式
中
「
行
政
手
続
法
第
１
８
条
第
１
項
」

山
梨
県
行
政
手
続
条
例
第
１
８
条
第
１

に
改
め
る
。

項
　
」

「
行
政
手
続
法
第
２
０
条
第
３
項
●
●
●

第
六
号
様
式
中
「
行
政
手
続
法
第
２
０
条
第
３
項
」

山
梨
県
行
政
手
続
条
例
第
２
０
条
第
３

に
改
め
る
。

項
　
」

「
行
政
手
続
法
第
２
４
条
第
４
項
●
●
●

第
七
号
様
式
中
「
行
政
手
続
法
第
２
４
条
第
４
項
」

山
梨
県
行
政
手
続
条
例
第
２
４
条
第
４

に
改
め
る
。

項
　
」

行
政
手
続
法

を

を

をををを

に
改
め
る
。

に
改
め
る
。

に
改
め
る
。

に
改
め
る
。

に
改
め
る
。

に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中

第
四
号
様
式
中

第
五
号
様
式
中

第
六
号
様
式
中

第
七
号
様
式
中
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